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添付資料① わくわくプラザの維持管理に関する業務等について 

 

対象施設を善良なる管理者の注意をもって適正に管理し、次に掲げる業務を実施するものとす
る。なお、管理物件を市の承諾なく管理業務の実施以外に利用してはならないものとし、大規模
改修等により実施場所を変更しなければならないときは、市は指定管理者と協議の上、変更を指
示できるものとする。 

 

（ア）安全管理 

a 利用者（児童）の安全確保のため、次の取組を行うこと。 

（a）設備の安全点検、職員・利用者（児童）に対する安全に関する指導、職員の研修及び訓練
などの安全に関する事項の計画策定、マニュアル（事故防止、防災、救急対応時、不審者
対応、アレルギー対策、感染症対策など）の整備 

（b）職員に対する安全計画の周知、定期的な研修及び訓練の実施 

（c）保護者に対する安全計画に基づく取組の内容等の周知 

（d）安全計画の定期的な見直しと必要な変更 

（e）児童の移動のために自動車を運行する場合の児童の所在確認 

b 施設内外を常に整理整頓し、非常の際の避難等に支障がないようにすること。採光、換気、 

室温管理等や熱中症対策に十分に配慮し、児童の健康に配慮すること。 

（イ）衛生管理 

a 感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対する感染症及び食中毒の予防
及びまん延の防止のための定期的な研修及び訓練の実施に努めること。 

b 施設、設備及び遊具類の日常的な清掃、消毒等を行い、施設等を清潔に維持すること。 

（ウ）防火管理 

a 消防法（昭和 23 年７月 24 日法律第 186 号）の規定により、有資格者の中から防火管理者を
選任して、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務（防火対象物点検の実
施、自衛消防組織の設置等を含む）を計画的に行うこと。また、消防用設備等の定期点検を
実施すること。 

b 消火器等の消火用具を設け、避難及び消火の訓練を定期的に行うこと（川崎市児童福祉施設
の設備及び運営の基準に関する条例第 21 条）。 

（エ）防犯対策 

施錠管理を行うとともに、学校等と連携して不審者対策等に取り組むこと。 

（オ）日常点検・定期点検 

安全管理、衛生管理、防犯対策等の観点から、施設、設備及び遊具類の点検項目を定めて日
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常点検及び定期点検等を実施すること。また、施設・設備や地域環境の安全点検、職員並びに
関係機関が保有する安全確保に関する情報の共有等に努めること。 

（カ）修繕等 

修繕等が必要となった場合は、事業者から見積書を徴取し、年度協定に定める修繕等を適宜
適切に実施すること。また、修繕等を行うに当たっては、計画的かつ効率的な執行に努め、経
費の節減に努めること。 

（キ）建築物定期点検等 

a 特定製品（エアコンディショナー、冷凍冷蔵機器等）について、フロン類の使用の合理化及
び管理の適正化に関する法律（平成 13 年６月 22 日法律第 64 号）第 16 条に基づき、国が定
める基準に従い、設置環境・使用環境の維持保全、簡易点検・定期点検、点検・整備の記録作
成・保存等を実施すること。 

b 定期的に境界標の確認、不法占拠・無断使用や越境の有無等の状況を確認すること。不法占
拠等が発見された場合は、市に報告するとともに解決に向けて対応すること。 

（ク）害虫駆除・廃棄物処理 

害虫駆除業務及び廃棄物処理業務を適切に実施すること。なお、施設及び事業の実施により
排出される廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日号
外法律第 137 号）その他関係法令に従い適正に処分すること。また、小学校で排出される廃棄
物と区分する必要があるため、川崎市田島コミュニティセンターへ集積するなどして処理する
必要があることに留意すること。 

（ケ）拾得物の管理保管 

利用者の忘れ物等は、管理簿等により適切に管理保管し、原則として３月以上保管すること。
貴重品等については７日以内に警察へ届出を行うこと。 

（コ）その他 

a 自動体外式除細動器（AED）の整備 

学校敷地内に設置されている自動体外式除細動器（AED）の場所等を確認するとともに、
取扱方法等に関する救命講習を職員に受講させ、常に利用できる状態を維持すること。 

b その他 

市の指示があった場合は、施設、設備及び遊具類について調査その他必要な業務を実施す
ること。 
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（サ）市と指定管理者のリスク分担の基本的な考え方 

わくわくプラザにおける市と指定管理者のリスク分担の基本的な考え方は次の表のとおりと
する。 

リスクの種類 内 容 
指定 

管理者 
本市 

サービスリスク   サービスの質の変動に関するリスク 〇  

利用者リスク 利用者数の変動に関するリスク 〇  

収入リスク 収入の変動に関するリスク 〇  

維持管理リスク  良好な施設状態の維持に関するリスク  〇  

施設所有者リスク  事業期間中に必要な修繕等を実施することに関するリスク  〇 

予算リスク 委託料等の予算確保に関するリスク   ○ 

不可抗力リスク 
地震等の自然災害や新型インフルエンザ等の感染症の流行、
テロリズム等人災の発生のリスク 

○ ○ 

法令変更リスク  法令（税制を含む）の変更に関するリスク ○ ○ 

物価変動リスク 

物価・金利の変動に伴う経費や収入の増加又は減少 ○  

予測不可能な物価・金利の変動により事業者の業務継続が困
難となり、利用者へのサービスを中断せざるを得ない場合 

協議事項 

 

 

 



わくわくプラザの維持管理一覧

維持管理項目
　○：自己負担（直接払い）
　●：自己・他施設分を負担（直接払い）
　教：教育立替払い（間接払い）
　〈こ〉：こども未来局負担

仕様書 添
付資料①の
該当項目

渡
田
小

(1)光熱水費・管理経費の支払いに関すること

　┗ 電気 ○

　┗ ガス（都市） －

　┗ ガス（プロパン） ○

　┗ 水道 教

　┗ 管理費・修繕積立金 －

(2)消防用設備等定期点検を実施すること （ウ） ○

(3)防火対象物点検を実施すること （ウ） －

(4)自衛消防組織を結成して、防火・防災に努めること （ウ） ○

(5)機械警備業務に関すること （エ） －

(6)全館空調設備の保守点検業務を実施すること （オ） －

(7)地中熱利用空調システムの保守点検業務を実施すること （オ） －

(8)市が設置した遊具の保守点検業務を実施すること （オ） －

(9)玄関自動ドア保守点検（業者）を実施すること （オ） －

(10)ボイラー保守点検（業者）を実施すること （オ） －

(11)ガラス清掃（業者）を実施すること （オ） △

(12)除草（業者）を実施すること （オ） △

(13)樹木の剪定業務（業者）を実施すること （オ） －

(14)公園トイレ清掃業務を実施すること （オ） －

(15)簡易専用水道の定期検査（水道法）を実施すること （オ） －

(16)市有建築物及び建築設備等の日常点検を実施すること。 （オ） 〈こ〉

(17)建築物定期点検・建築設備点検（建築基準法）を実施すること （キ） －

(18)電気工作物保守点検（電気事業法）を実施すること （キ） ○

(19)フロン法定点検（フロン排出抑制法）等を実施すること （キ）a ○

(20)境界標の確認、不法占拠・無断使用、境界越境等の確認・報告 （キ）b ○

(21)害虫駆除業務を実施すること （ク） ○

(22)廃棄物処理業務を実施すること （ク） ○

(23)ＡＥＤ設置・管理を実施すること （コ）a △

(24)冷水器の保守点検業務を実施すること （コ）b －

(25)ウォーターサーバーのメンテナンスを実施すること （コ）b －

△：必要になった場合に実施するもの



添付資料②　既存の田島こども文化センターにおけるイベント・講座等の実施内容（令和６年度実績）

プラレールであそぼう 6月、7月、9月、10月、12月、1月、3月 午前 週末 15 集会室 75㎡ 要 静的
ハピースマイルベビーマッサージ 5月、10月、1月 午前 平日 13 ふれあい室 50㎡ 要 静的
絵本の読み聞かせ＆子育てにおいて今こまっていることをみんなで話し合おう 7月、11月、3月 午前 平日 11 ふれあい室（集会室） 50㎡ 要 静的
世界のことばであそぼう 4月、6月、9月、10月、12月、2月 午前 平日 13 ふれあい室 50㎡ 要 静的
Kids＆Babyプレイパーク 5月、8月、11月、2月 午前 週末 15 ふれあい室 50㎡ 要 静的
おやこたいそう 2月 午前 週末 11 ふれあい室 50㎡ 要 静的
こ文を可愛く飾っちゃおう 4月、7月、11月、1月 午後 平日 14 集会室 75㎡ 不要 静的
たじまeスポーツデー 6月、2月 午後 平日 20 集会室 75㎡ 要 両方
作ってみようウィーク～サンキューカードづくり～ 5月、6月（期間：１回あたり4日間程度） 午後 平日・週末 20 集会室 75㎡ 要 静的
作ってみようマンスリー～川崎市市政100周年お祝い準備～ 6月（期間：1か月間） 午後 平日・週末 60 集会室 75㎡ 要 静的
作ってみようウィーク～短冊に願いを込めて～ 7月（期間：6日間程度） 終日 平日・週末 32 集会室 75㎡ 要 静的
作ってみようウィーク～クリスマス～ 12月（期間：4日間程度） 午後 平日 19 集会室 75㎡ 要 静的
手作り望遠鏡で楽しもう 2月 夕方 平日 6 集会室 75㎡ 要 静的
福祉の集い「ぷち田島こども文化センター」 10月 日中 週末 135 大島小学校 - 要 静的
運営協議会共催　こぶん大掃除＆カレーランチ 12月 午前 週末 22 集会室 75㎡ 不要 両方
正月遊び大会 1月 午後 長期休暇 5 集会室 75㎡ 要 静的
～Let'GOいこいの家～夏だ！祭りだ！盆踊り！ 7月 午前 平日 24 いこいの家 - 要 動的
川崎市立川崎高等学校附属中学校共催　川崎と仲良くなろう！！ 2月 午後 平日 20 集会室 75㎡ 要 静的
作ってみよう（クッキング） 3月 午後 平日 8 集会室 75㎡ 要 静的
マンカラ交流戦 5月、7月、9月、11月、1月、3月 午後 平日 8 集会室 75㎡ 要 静的
しょくぶつがかり 5月 午後 平日 6 集会室 75㎡ 要 静的
ボドゲタイム 6月、9月、3月 午後 平日 4 集会室 75㎡ 要 静的
紙芝居屋さんがくるよ！～紙芝居屋ゆうことぴっぴ～ 7月、3月 午後 週末 15 集会室 75㎡ 要 静的
防犯ポスターを作ろう！ 8月 午後 長期休暇 17 集会室 75㎡ 要 静的
いのちの絵本読み聞かせ 8月 午後 長期休暇 19 図書室（集会室） 30㎡ 要 静的
たじまっこ☆ふゆキャン2024 11月 終日 週末 20 横浜市青少年活動センター - - -
レッツゴーいこいの家～いこいの家作品展見学～ 11月 午後 平日 3 いこいの家 - 不要 静的
こども防犯・安全教室 1月 午後 平日 14 集会室 75㎡ 要 静的
卓球教室 1月 午後 週末 6 集会室 75㎡ 要 動的
Andyさんと手作り楽器で遊ぼう 2月 午後 平日 9 集会室 75㎡ 要 動的

わくわくお楽しみ会 3月（2回） 午後 長期休暇 34 集会室 75㎡ 要 両方
中学生限定ラリー落としちゃダメよバレー 3月 夜間 週末 17 集会室 75㎡ 要 動的

大人 ナイトヨガ 6月、9月、1月 夜間 平日 6 集会室 75㎡ 要 動的
たじまっこシネマ 9月、12月 午後 平日 17 集会室 75㎡ 要 動的
いこいの家探検 5月 午前 週末 15 いこいの家 - 要 動的
川崎市100歳おめでとう！記念バルーンアート体験 7月 午後 平日 35 集会室 75㎡ 要 動的
2024年度 地域とつながれ　安全・防犯・みんなの情報マップづくり 9月 午前 週末 16 いこいの家・近隣公園 - 要 静的
Let's Go いこいの家～作品展の作品を作ろう～ 10月から11月初め（期間：1か月＋数日） 午後 平日・週末 13 いこいの家 - 不要 静的

川崎市市制100周年記念事業ビンゴ大会 7月 午後 平日 74 集会室 75㎡ 要 静的

川崎区第3グループこども文化センター合同事業「ボッチャ大会」 2月 午前 週末 23 渡田小体育館 - 要 動的
みんなの決意表明 4月（期間：1か月間） 午後 平日・週末 117 集会室 75㎡ 要 両方

たじまっこ☆チャレンジ 月に1回（12回）
（期間：1回あたり1～3週間程度）

終日 平日・週末 172 カフェ 24㎡ 不要 静的

田島スポーツデー 2か月に1回 午後 平日 28 集会室 75㎡ 要 動的
Let's Go いこいの家～AEDの使い方講座～ 8月 午前 長期休暇 21 いこいの家 - 不要 静的
子ども実行委員企画！夏の思い出・・・お化け屋敷 8月（期間：2日間） 日中 長期休暇 136 集会室 75㎡ 要 両方
地域ふれあいの旅～Trick or Tert！仮装でハロウィンパレード 10月 午後 週末 40 集会室、いこいの家、近隣こども110番 - 要 動的
運営協議会共催　田島こども文化センターまつり 11月 日中 週末 251 集会室、駐車場 - 要 両方
スポーツスタッキングにトライ！～世界チャンピオンの瀬尾剛さんがやってくる～ 3月 午後 平日 29 集会室 75㎡ 要 静的
「こ文DEわくわく♪川崎ふれあいフェスタ2024」～観て・遊んで・楽しもう～ 1月 午後 週末 10 ふれあいプラザかわさき - 要 両方

※1　午前：９時～１２時、午後：１２時～１８時、日中：１０時～１４時、夜間：１８時～２１時
※2　個室は壁・扉で他から仕切られた部屋。「要」は個室で実施することが必要な活動、不要は「まちのリビング」等のオープンスペースでも実施可能な活動。
※3　「動的」は動的活動スペース【例：運動、音楽等】。「静的」は静的活動スペース（乳幼児親子対象は乳幼児室を含む）【例：動的でない講座・趣味・ゲーム等】。「両方」はどちらでも実施が想定できる活動。

開催時間
帯
※1

主な対象 イベント・講座等の名称 開催時期・回数

子どもの
遊び指導

乳幼児親子

概要

中高校生

小学生

複数世代

開催時期
（平日、週末、長

期休暇）

新施設での実施条件(想定)

新施設での個室
開催の必要性

※2

新施設での使用
想定（動的/静的

/両方）
※3

参加人数
（１回あた

り）

現施設での
主な使用室

現施設での
使用面積

（㎡）
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添付資料⑥　田島いこいの家におけるイベント・講座等の実施内容（令和６年度実績）

ストレッチ健康体操 不定期（月10回） 午前 平日 12 大広間 要 動的
絵手紙教室 不定期（月4回） 午前 平日 7 クラブ室 要 静的
手作り趣味教室 不定期（月20回） 午前 平日 11 クラブ室 要 静的

こものづくり教室
（かごバッグ、おぼん、ポインセチアなど）

単発開催（年9回） 午前 平日 10 大広間 要 静的

異世代交流（いこいの家探検　シールラリー） 5月20日 午後 週末 24 大広間 不要 静的
異世代交流（盆踊り教室　プチ夏まつり） 7月15日 午前 週末 18 大広間 要 動的
異世代交流（三角巾講座） 7月22日 午前 週末 18 大広間 不要 静的
救命救急講座（団塊世代向け講座救命救急法） 8月5日 午前 週末 17 大広間 不要 静的
異世代交流（安全マップ作り） 9月9日 午前 週末 9 大広間 不要 静的
ハロウィンスタンプラリー(こども文化センター主催) 10月21日 午後 週末 45 全館 - -
作品展（いこいの家利用者による作品展） 11月13日～24日 終日 平日・週末 225 ロビー 不要 静的
健康まつり（健康チェックと健康相談） 10月27日 終日 平日 27 大広間 不要 静的
大掃除 12月23日 午前 週末 5 全館 - -
出張防犯相談コーナー（利用者への防犯注意喚起） 11月24日 午後 平日 2 ロビー 不要 静的
いこい元気広場（介護予防。川崎市事業） 毎週水 午前 平日 10 大広間 要 動的
マッサージ健康教室（毎回5名） 第2水（４、８月を除く） 午前 平日 5 談話室 要 静的
いこいの家まつり　演芸大会 中止 終日 週末 ― 大広間 要 両方
臨港地区老人会 第1　水 午後 平日 30 大広間 要 静的
健康相談 毎週月～土 終日 平日・週末 ロビー 不要 静的
卓球 毎週　月、水、金、土 終日 平日・週末 4 静養室 要 動的
一般団体 第３　水 午後 平日 30 大広間 要 静的
一般団体 第1・3金 午後 平日 10 大広間 要 静的
一般団体 毎週　土 午前 週末 10 大広間 要 動的
一般団体 第２・４水 午後 平日 20 大広間 要 動的
一般団体 第２・４木 午前 平日 20 大広間 要 動的
一般団体 第１・第３金 午前 平日 10 大広間 要 動的
一般団体 第1・3火 午後 平日 12 大広間 要 静的
一般団体 第1・3木 午後 平日 18 大広間 要 静的
一般団体 第1・3火 午前 平日 10 大広間 要 静的

※１　団体からの利用予約受付等の支援のみで企画・実施は団体が自ら行うもの。参加人数（1回あたり）は概数。
※2　個室は壁・扉で他から仕切られた部屋。「要」は個室で実施することが必要な活動、不要は「まちのリビング」等のオープンスペースでも実施可能な活動。
※3　「動的」は動的活動スペース【例：運動、音楽等】。「静的」は静的活動スペース（乳幼児親子対象は乳幼児室を含む）【例：動的でない講座・趣味・ゲーム等】。「両方」はどちらでも実施が想定できる活動。

新施設での実施条件(想定)

新施設での個室
開催の必要性

※2

新施設での使用
想定（動的/静的

/両方）※3

教養講座

  行事レクリエーション

その他

一般団体の利用
※1

概要 イベント・講座等の名称（内容） 開催時期・回数 開催時間帯
開催時期

（平日・週末）

参加人数
（１回あた

り）

現施設での
使用室

現施設での
使用面積

（㎡）
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添付資料⑧「いこい元気広場事業」について 
 

「いこい元気広場事業」は、市内すべてのいこいの家や、老人福祉センター等で、毎週 1 回、転ばない
体づくりのための体操と、介護予防・健康づくりに関する講話を実施する事業です（参加費は無料）。 

体操は椅子に座って行うものが多いため、個人のペースに合わせて参加することができます。 
 
1.いこい元気広場事業の内容 

 
 

※プログラムの順番、内容は教室により異なります。 
 
2.対象者 

川崎市内在住の 65 歳以上の方で川崎市住民基本台帳に登録されている方。ただし、医師から運動を禁
止されている方や、要介護 1〜5 の認定を受けている方は対象にはなりません。原則として、以前に参加
したことがある方も参加できません。 
 
3.参加期間 

6 か月間。（ただし、教室の開催頻度によっては変更があります。） 
 
4.参加方法： 

見学・参加を希望する教室のお問合わせ先へ、電話にて連絡。 
※田島いこいの家教室の委託事業者：㈱セントラルスポーツプラザ 

 
5.川崎市ホームページの情報：https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000074866.html 

(1)受付、体調確認 
・体操開始前に血圧測定や、スタッフによる体調確認を行います。 
(2)オリエンテーション（5 分程度） 
・担当スタッフの自己紹介や、本日のプログラムの紹介を行います。 
(3)体操の実施（40〜60 分） 
・椅子に座ったまま無理なくできる体操や、頭を使いながら行うトレ

ーニング（脳トレ）、各区のご当地体操など、全身を使った運動を行
います。 

(4)健康づくりに役立つミニ講座（15〜35 分） 
・お口の健康、栄養改善やその他さまざまな介護予防の情報などの講

義を行います。家で実施できるトレーニングなどの紹介も行いま
す。 

(5)まとめ（5 分程度） 
・本日のプログラムの振り返り、配布資料の確認など本日のまとめを

行います。 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000074866.html


添付資料⑩

















添付資料⑪　既存の田島こども文化センター及び田島老人いこいの家の利用状況（令和６年度）

田島こども文化センター
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

乳幼児 143 198 177 211 181 205 204 225 147 195 178 168 2,232
小学生 966 893 797 1,396 1,187 1,212 1,127 1,032 500 639 790 1,080 11,619
ASKL(アスクル)事業 8 12 12 2 0 0 4 13 12 5 3 2 73
中学生 360 269 333 532 481 408 394 480 462 461 423 978 5,581
高校生 99 90 59 87 81 36 52 45 57 60 35 56 757
成人 260 301 275 305 257 291 300 383 259 268 265 231 3,395
館外 0 0 0 0 0 16 175 20 20 9 4 0 244
来館者数合計 1,836 1,763 1,653 2,533 2,187 2,168 2,256 2,198 1,457 1,637 1,698 2,515 23,901
利用団体数 26 25 23 21 16 21 24 23 21 20 21 18 259

田島老人いこいの家
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

個人来館者数 204 153 201 211 207 249 295 252 188 191 267 303 2,721
団体来館者数 664 361 325 318 201 380 458 893 372 265 340 345 4,922
合計 868 514 526 529 408 629 753 1,145 560 456 607 648 7,643
利用団体数 29 29 28 28 17 34 38 44 35 24 29 29 364



全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特 全数 内特
1 96 4 101 23 17 3 38 7 90 13 0 0 96 22 79 23 0 0 7 2 13 2
2 109 4 118 25 0 0 107 27 82 14 81 17 91 20 8 2 72 16 0 0 0 0
3 90 3 93 23 103 25 11 2 93 24 85 23 91 21 68 16 61 16
4 106 5 125 29 110 29 0 0 94 27 89 22 82 22 2 0 84 20 72 21
5 91 7 108 27 97 22 90 11 94 24 8 2 92 24 75 22 0 0 74 23 70 25
6 9 0 116 28 10 4 85 9 48 14 0 0 88 22 80 20 47 7 82 23 60 20
7 0 0 117 29 108 25 0 0 81 11 8 2 81 20 77 23 8 3 60 13 66 15 68 15
8 118 10 117 30 15 4 94 18 73 10 0 0 102 24 81 18 0 0 71 19 7 2 6 2
9 122 14 115 29 0 0 112 26 66 6 93 22 86 25 2 1 72 17 60 20 0 0 0 0
10 121 13 93 18 94 25 96 30 9 2 116 27 92 28 0 0 81 22 62 16 60 16 61 18
11 120 16 10 5 119 27 106 26 98 29 88 22 34 5 66 23 6 2 78 23
12 125 17 0 0 101 29 96 22 92 26 14 3 85 21 63 20 0 0 69 24 70 22
13 11 0 94 25 103 32 37 4 49 7 94 22 0 0 81 25 71 16 62 24 79 19
14 0 0 118 29 107 25 0 0 24 6 12 3 77 24 46 2 81 22 80 21 64 17
15 100 15 107 31 9 3 49 9 0 0 46 8 67 18 0 0 71 24 4 1 9 1
16 130 14 105 30 0 0 99 27 2 0 85 24 7 3 69 19 65 23 0 0 0 0
17 118 20 44 8 59 10 98 31 5 2 97 20 75 25 0 0 70 21 76 23 65 18 54 14
18 129 17 8 1 109 27 105 30 0 0 88 27 81 19 69 17 63 21 6 1 81 26 82 15
19 117 15 0 0 108 30 98 25 75 12 91 25 12 2 92 21 46 20 0 0 77 24 55 13
20 13 0 94 26 113 28 13 5 80 9 80 22 0 0 75 21 57 19 75 19 66 23
21 0 0 123 32 104 26 0 0 78 11 11 2 76 17 75 25 6 2 91 24 70 20 70 15
22 119 12 104 31 15 4 97 9 87 9 102 20 50 15 0 0 85 26 9 1 7 3
23 119 17 113 28 0 0 100 12 83 11 88 21 64 17 75 27 0 0
24 122 18 39 11 91 23 80 12 8 3 102 27 87 24 0 0 70 11 73 18 69 12
25 113 18 14 3 112 26 105 14 0 0 89 21 90 24 66 16 72 12 5 1 82 21 71 17
26 125 14 0 0 105 29 93 12 92 10 93 23 11 4 78 18 65 9 0 0 67 21 91 15
27 13 0 92 28 115 25 7 3 83 8 79 17 0 0 76 24 44 9 62 17 61 19 67 9
28 0 0 114 27 100 23 0 0 83 25 10 3 74 20 80 26 3 2 81 23 75 22 55 7
29 107 31 12 5 87 12 97 23 0 0 97 23 83 20 77 24 5 1
30 118 14 109 24 0 0 116 13 76 15 81 18 111 27 9 2 70 24 0 0
31 115 26 78 11 14 2 87 23 77 18 63 6

合計 2,454 267 2,171 550 2,158 536 2,182 456 1,572 240 1,744 442 1,954 492 1,531 414 1,436 366 1,378 391 1,316 382 1,400 328
※内特…全数のうち、特別な配慮を要する児童数。

土曜日 日曜日 休業日（日曜日、国民の祝日、12/29〜12/31、1/1〜1/3）

令和６年度 渡田小学校わくわくプラザ利用児童数

日付
4月 5月 6月 7月 8月 3月9月 10月 11月 12月 1月 2月


